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令和６年度第２回 群馬県病院局産育休代替職員選考考査 募集案内 

(理学療法士・臨床検査技師・薬剤師・歯科衛生士) 
 

 

                                                                  令 和 ６ 年 ７ 月  

                                                              群馬県病院局経営戦略課 

 

■ 産育休代替職員とは？ 

   育児休業等を取得する職員の代替として勤務していただく職員のことをいいます。 

 本県では産前産後休暇期間中は産休任期付職員として、育児休業期間中は育休任期付職員とし

て任用します。 

 給与、勤務時間、休暇等の勤務条件は、原則として正規の職員と同様です。ただし、育児休業

の取得及び育児短時間勤務はできません。 

 

 

     

任用形態 

 

 

 

○ 選考考査日程及び場所 

  日時：令和６年８月２１日（水） 午前９時３０分集合 

  場所：群馬県庁内会議室 

       

○ 試験内容（各試験の時間は申込後に発送する受験通知でお知らせします） 

適性検査（鉛筆等筆記用具を持参のこと。） 

  論文試験（      〃        ） 

    面接試験（順次、個別面接を実施します。） 

 

○ 受付期間 

  令和６年７月１６日（火）～令和６年８月５日（月）（消印有効） 

  ※インターネットによる申し込みはできません。 

 

○ 合否発表日 

  令和６年９月９日（月） 

 

○ 問い合わせ先 

  群馬県病院局経営戦略課職員係 

   群馬県前橋市大手町１－１－１ 

   電話 ０２７（２２６）２７１７ 

 

 

１ 試験区分および採用予定人員 

① 理学療法士（がんセンター）     １名 

② 臨床検査技師（がんセンター）    １名 

③ 薬剤師（がんセンター）       １名 

④ 歯科衛生士（小児医療センター）   １名 

 

 

 

産前産後休暇 育 児 休 業 

 

産休任期付職員 

 

育休任期付職員 
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２ 勤務所属、業務内容 

①、②、③はがんセンター（太田市高林西町６１７－１）に勤務し、専門的業務に従事します。 

④は、小児医療センター（渋川市北橘町下箱田７７９）に勤務し、専門的業務に従事します。 

 

３ 任用予定期間、任用形態（試験区分ごと）（※１,２） 

（１）理学療法士（がんセンター）については、下記のとおり 

   任期①：（育休任期付職員）令和６年１０月１日から令和７年１１月８日まで 

 ※任用期間終了後、令和８年３月３１日まで会計年度任用職員として継続勤務できる場合があります。 

（２）臨床検査技師（がんセンター）については、下記のとおり 

 任期①：（育休任期付職員）令和６年１０月１日から令和６年１２月３１日まで 

※任用期間終了後、令和７年３月３１日まで会計年度任用職員として継続勤務できる場合があります。 

（３）薬剤師（がんセンター）については、下記のとおり 

    任期①：（育休任期付職員）令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで 

（４）歯科衛生士（小児医療センター）については、下記のとおり 

 任期①：（産休任期付職員）令和６年１１月２日から令和７年２月２１日まで 

（育休任期付職員）令和７年２月２２日から令和７年１２月１３日まで 

※任用期間終了後、令和８年３月３１日まで会計年度任用職員として継続勤務できる場合があります。 

 
※１） 代替職員を必要とする理由が消滅した場合は、採用されないことや、採用されても途中で退職していただく

ことがあります。また、育児休業期間の変更に伴い、任用期間が変更される場合があります。 

※２） 各職種の任期の希望順位は「経歴書」に御記入ください。 

   

４ 選考考査の内容及び結果発表 

（１）考査内容 

   人物試験：人物及び専門的知識について、個別面接及び適性検査により試験を行います。 

   論文試験：識見、思考力、表現力等について筆記試験を行います。 

      経歴評定：提出された履歴書及び経歴書に基づき、受験資格の有無、業務における専門的知識 

・経験などについて審査します。 

  ※いずれかの種目において一定の基準に達しない場合、他の成績にかかわらず不合格となります。 

 

（２）必要資格等（試験区分ごと） 

   ① 理学療法士免許を有する人 

② 臨床検査技師免許を有する人 

③ 薬剤師免許を有する人 

④ 歯科衛生士免許を有する人 

 

 ※ 地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する人は受験できません。  

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・ 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を 

    結成し、又はこれに加入した人 

 

（３）結果発表 

   令和６年９月９日（月）に受験者全員に通知を発送します。 
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５ 給与、勤務時間等 

（１）給与 

群馬県病院事業職員の給与に関する規程による 

（参考）４年制（薬剤師は６年制）大学卒（歯科衛生士は３年制短大卒）で免許・資格取得後、 

４年間の民間企業等（正規職員）で勤務した経験がある場合の月額例 

区分 理学療法士 

臨床検査技師 

薬剤師 歯科衛生士 

給料      \229,500 \243,400 ¥217,500 

給料の調整額       \16,000        \8,000 ¥8,000 

地域手当        \6,137        \6,285 ¥5,637 

計      \251,637      \257,685 ¥231,137 

※ 学歴や職歴、配属先や従事する業務によって異なる場合があります。 

 ※ このほか、期末手当・勤勉手当が支給されるほか、業務の内容によっては特殊勤務手当が 

   支給されます。また、扶養手当・通勤手当・住居手当・時間外勤務手当等がその人の条件 

に応じて支給されます。 

 ※ 人事委員会勧告を踏まえて、給与は変動する可能性があります。 

   

（２）勤務時間等 

 勤務時間は、１週間平均３８時間４５分です。 

土・日曜日、祝日、年末年始は原則として休みです。 

（交替制勤務が必要とされる職場については、週休日に相当する日が別に定められます。） 

 休暇は、任用期間に応じて年次有給休暇等が付与されます。 

 

６ 受験手続き及び受付期間 

 ・ 提出書類 （１）履歴書 

        （２）経歴書 

※ 履歴書及び経歴書の様式は、県ホームページからダウンロードできます。 

（ＵＲＬ：https://www.pref.gunma.jp/page/100876.html） 

（３）資格免許（登録）証の写し 

   

 ・ 提 出 先 上記の提出書類３点を簡易書留により郵送してください。 

                群馬県前橋市大手町１－１－１（〒３７１－８５７０） 

                群馬県病院局経営戦略課職員係 

        封筒の表に「産育休代替職員選考考査申込」と記載してください。 

 ・ 受付期間 令和６年７月１２日（金）～令和６年８月５日（月）（消印有効） 

 

７ その他 

 ・ 産育休代替職員は、原則として任用期間中に人事異動はありませんが、組織の改廃、職員の育 

児休業取得期間が短縮された場合等は人事異動する場合があります。 

 ・ 産育休代替職員への採用は、群馬県職員（任期の定めのない）の採用とは無関係であり、群馬 

県職員の採用の際に優先されるものではありません。 


